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裁判外の消費者紛争解決スキームに関する－考察

~イギリスにおける消費者紛争発生後の解決過程での消費者のエンパワーメント

宮園由紀代

１．はじめに

イギリス（ただし本論文ではイングランド、ウェールズ、および北アイルランド地域を分析対象と

する）では、訴訟に要する高額な弁護士費用の問題や、訴訟遅延のIMI題、民ﾘﾄﾞ訴訟の複雑さなどから、

民事紛争を廉価・迅速・円滑に解決するために、ＡＤＲ手続（AlternativeDisputeResolution以下、

ADRという）の利用が奨励されている。また、罰金では直接の消甜者への損害賠償金とはならない

ことや、訴訟は金銭賠償に限られるが、ＡＤＲ手続では謝罪や説明や行為改蕃など救済の範囲が広い

ことも、ＡＤＲ手続の利用を進める利点となっている。消費者紛争が起こった場合、消費者は、まず

事業者に苦情をIlL出る。その前後に、消費者相談機関等のアドバイス情報を確認したり、消費者相

談窓口で相談することもある。事業者との交渉がうまくいかない場合は、業界団体の相談窓口やオン

ブズマンなどのＡＤＲ機関にｷ[1談する。それでも解決がつかない場合は、少額訴訟などを利用するこ

ともある。このように１１棚者紛争解決スキームが整備されている。また、ｉ剛1者とﾘﾄﾞ業者には情報力

や交渉力に構造的な格差がある'ので、消費者保護が必要とされる。消費者紛争を抱えた多くの消費

者は、自分に起こった問題に困惑し、感情的になっている。そして、！÷|分の思いのⅡi当性や、今後の

解決方法に不安を持っていることが多い。しかし、相談員と話をすることで、消費者は冷静になり、

自分が抱えている問題が艦理され、自分の権利や義務を理解し、自己意識がIﾘ]確になる。そして、事

業者に要求できる内容や苦情Illし出の手順を見つけることができる。その結果、illilHl者自身が解決方

法や内容を選ぶことにつながり、納得のいく解決を産むのである2。このように相談過程で消費者の

自律性が高められることを、消撹者のエンバワーメント（empowerment）３という。そして、自分で

選択をし、行動を起こす自律的な消費者が、公正で自由な競争市場の発展に貢献することとなる。そ

のため、相談機関が果たす役割は大きいと考えられている'・

わが国においても、ｉ剛1者紛争の解決に訴訟が利用されることは少なく、地元の消費生活センター

の助言や斡旋によって解決が図られることもある。消費生活センターでは、基本的には相談者自らが

解決に向けての行動をとることを支援している。そのため、I1Mi:旗よりも助言が圧倒的に多いが、そこ

で行われる助言は、単なる梢報提供だけでなく、問題の整理や自主交渉の援助など多岐にわたる。ま

た、業界団体が１２催する相談機関に＃|談して解決となることもある。業界団体やil拙者団体が主催す

る民間型ＡＤＲも設立されており、今後の発展が望まれるところである。こうした消費者紛争解決の

過程で自律`性を尚められた梢Yll者が、自ら解決を図る筋ということは、わが国においても重視される

べきことであろう。

本稿では、まず、イギリスにおける消費者を保護する法や裁判外ｉｉｌｉｌｌｌｌ者紛争･解決スキームの全体像
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を捉える。その上で、各段階の柑談機関が消費者をエンバワーメントする機能をIﾘ}らかにし、それら

のスキームの効果的な連携について考察する。次に、イギリスと日本の現状を比較しながら、相談機

関へのアクセスのしやすさと質の確保に焦点をあて、消YH者をエンバワーメントする裁判外の紛争解

決スキームの１１本における効采lM1なあり方を検討する。

2．イギリスにおける消費者紛争発生後の解決スキーム

イギリスでは、2002年に公Ⅱ：11Ｗ|庁が、問題解決あるいは補Ifiのための独立した救済システムへの

アクセスを要求することを公表した。2003年に、民事訴訟でも、訴訟前の合理的な手続に従うことが

求められるようになった(;。現在では、公的機関や民間機関など、様々なilli費者＃1談機関やＡＤＲ機関

が設置されている。ここでは、まず、イギリスにおける消費者紛争解決の法規制を念頭に入れ、次に、

相談機関の現状について述べる。

(1)消費者保識関連法

消費者契約は、社会の変化と共に変化するために、梢Ｈ１i者の権利や救済を規定する法律も変化する

必要がある。イギリスでは、商品供給法（SupplyofGoodsAcll973)、商品販売法(SalesofGoods

Actl979)、商品・サービス供給法（SupplyofGoodsandServiceAcll982)、商品の販売と供給法

(SalesandSupplyofGoodsAcI］994)、消費者への商,Ｆ１の販売ｲjli給規1111（SalesandSuppIyofGoods

toConsumerRegulations2002）が規定された。これらの法では、条件述反の場合に梢Y11者が契約を

断る権利、正当な期ｌｌＩｊでの修fI1や交換の椛利、修理や交換不能の場合はIiiWlきか契約を無効にする権

利、商品未蒜や保証述反の場合に生じた損害を賠償してもらう椛利を定めている７．また、訪問販売

などの特定の販売形態の場合は、クーリング・オフが規定されている。例えば、梢賢者保護（遠隔地

販売）規則（theConsumerProtectioll（DistanceSeUing）Regulatiolls2002）では、訪問販売や通信販

売（電子商取引を含む）で35ポンド以上の契約をした場合は、契約香ilii交付後７営業日以内へまた、

契約書面不交付の場合は、商,W,受領日かサービスの契約締結日から３ヶ)]以内のクーリング・オフが

規定されている，。また、自宅でクレジット契約をした場合には、ii1iMIl者信用法（TheConsumer

CreditActl974）により、クレジット契約締結後に消劉者に交付されるi1$iiiiを梢{11者が受領後５営業

日以内のキャンセル期'''１が設けられている'0。そして、2008年５１１には不公正な梢lllI者契約を規制し、

消費者保護を実現するという11;(理原１１Ｉを示す不公正な取３|からの梢MH者保護規IⅡ（TheConsumer

ProtectionfromUnltlirTYadingReglUatiolls2008）が規定された。この法律では、平均的な消費者

(averageconsumer）が日[１１意思で契約を決定することを目的に、蝋業肴がi削り者に対して不公正な

行為をしない一般的義務が規定され、公平な事業を行うことが求められている。

このように梢ＭＩＩ者法が整備されているが、法の複雑さから、政府は、111仙者法を消費者にも事業者

にも理解しやすく、将来の契約にも対応できるような日111度をもった法律にする方針も立てている'１．

また、市民相談局（CiIjzensAdviceB11reau）は、複合契約では、消費者の権利が多様になり、責任

の所在が不明確であることや、附人形態の違いで消費者の権利が異なることなど、法の複雑さ故に、

相談員は複数の部門を検討しなければならず、消費者の権利を'''１違えて助司することもあるという問

題を指摘している１２。
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(2)消費者紛争解決スキームの全体像

消費者紛争の解決には、消費者が自ら,情報を得て、事業者に苦情を11'し出て、解決がつかない場合

にはＡＤＲ機関に相談する。図表１は、その枠組みを表したものである。

図表１消費者のエンパワーメン卜と救済の枠組み

(ＤepartmentiOrBusinessEnterprise＆RegulatoryRehrm℃ONSUMERLAWREVIEW:CALLFOR
EVIDENCE,．（ＭＡＹ2008)ｐ､27より作成）

(3)消費者相談機関

貿易産業省（DTI）は、消費者は権利と義務を理解すること、不当な要求をする消費者は保護すべ

きではなく、消費者の自己責任が重視されることから、消費者をエンパワーすることは、自分自身で

選択し、決定できるための情報提供であると指摘している'3゜その怖報提供の重要な役割を果たして

いるのが消費者相談機関である。そこでは、消費者への情報提供、事業者との交渉、メディエーショ

ン等をしている。以下に、消費者相談機関で実施されている活動をあげる。

①コンシューマー・ダイレクト（ConsumerDirect）

コンシューマー・ダイレクトMは、電話やNi子メール等での消費者相談や、ウェッブサイトで、契

約前の注意点、消費者の権利、苦情の申し出及び他のﾎ||談機関の情報提供をしている。地方の消費者

相談機関である取引基準局（TYadingStandardsofDepartmellts）が設悩されていない地域もあるため

に、イギリス全ﾆﾋﾍの消費者相談の提供を目的として2004年に公正取引庁（theOfliceofFair

TYading）により設置された公的機関である。消費者から受けた相談は、原則２営業日以内に回答し、

そのln1答に消費者が不満な場合はオンブズマン等のＡＤＲ機関を紹介している。事業者との交渉はし

ていない。2007年の相談件数は、150万件以上であり、819.815件が苦情であった。ウェッブサイトで、

提供している苦情申し出文書は９種類あり、消費者は、［|付、事業者名、自分の名前と連絡先、苦情

内容、請求金額などを指定の場所に書くだけで、文書を作成できる'5。
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'②’取り1基準局（rli･adi】lgStaludar(1sofDepartments）

取引基準局は、衣ﾉﾊﾞや価格、前１．１，ｔ、梢111者取引、商品の安全に関する公的機関である。多くの取引

基準局では、無料でii1jfIl者相談を行っている'`。また、地方の事業者との紛争のために、無料の独立

したメディエーションを行っている所もある'7。

さらに、取りUiLiIk同を支援し、消費者をエンパワーする目的で、111ﾘ|雑jIk会（TmdingStandards

lnstitute）が公的に設livlLされている。この機IlUは、取引ALfVi局やコンシューマー・ダイレクトの相談

員やﾘﾄﾞ業者のi剛W1f対応スタッフとして働く専門家としての資格を付L』し、資格収得者に必要なスキ

ルや知識の研修も行っている。ifr格試験の領域は、消費者保護、契約法、法システム、アドバイス・

解決・救済、農業、動物の健康と福祉、消我者信用、公１１ﾐ取引（ilj民法・)f艸法)、食品基準、知的

財産、法的方法論、金銭アドバイス及び製IRIの安全である。研修内容は梢IHI者関連法や消費者の権利

などが多いが、助i二iやメディエーションのスキル研修もある'8.

ウェッブサイトでも梢識者の椛利や苦情｢|'し出の手続などの情報を提供している。例えば、書類や

証拠となるものを染めること、1,1めに行動を起こすことが記されている。苦情ＩＩＬｌＩ１の手順は、事業

者や信販会社に文111:で１１'し'１１ること、事業者が自宅訪問した場合は記録を残すこと、解決しない場合

は業界lijl体などのＡＤＲ機関に州談すること、危害を被ったり、刑馴法述反が考えられる時には、コ

ンシューマー・ダイレクトに机談すること、訴訟は最後の手段であり、４$業者にお金がなかったり、

消費者が勝つとは限らないということを記している'９．さらに、１６櫛類の苦情Ｉ１ＬｌｌＩ文書を提供して

いる20゜このような↑ｉｉｉ報を得たiMll者は、自ら証拠を集め、事業者に文i'卜で苦情をIl1し出たI〕、様々

な相談機関の利111を検討することができるであろう。

ケンブリッジ州取り|基準局の例をあげると、相談機関は、図書館と健康センターに併設しており、

１階にｌＸｌｉｌｌ:館と米iMj背への洲11打ｲⅡ談対応室があり、２１＃irにｷ'１談Llルームがある。図書館と併設する

ことで、消費者は村1談後に文献やインターネットで調べることも手軽にできる瓢。

このように、取り|基準局は、ilui費者にとって身近に梢YY者相談を受けられる機関であるが、予算削

減のために相談貝の確保が難しくなっている自治体もある型。

③市民相談局（Citiz〔)I1sAdviceBureau以下ＣＡＢと示す）

ＣＡＢは、人間の椛利や武任についての相談に応じている独立した機'１０であり、政府や公的団体や

企業などから資金提供を受けている。政府の給付金や借金や消費者)H1談などをI''心に、労働問題や法

的問題や差別などへの助言を無料で提供している。イングランド、ウェールズ、北アイルランドに

448のＣＡＢがあり、１iii接相談、１魅iiliや電子メールでの↑'1談を行っている。2007／2008の年間報告書趣

によると、190万人への助言、550万件以上のⅡ１１題を扱い、ｉl拙者への助言を提供しているウェッブサ

イトーAdviceguidc，’は、１２召諦で1坪かれており、730万人が訪れている。相談貝は、16,000人で、そ

のうちの12,000人がボランティアである。また、2007／2008には、イ|]談貝へのトレーニングが1,400

回以上行われた。ｌｌＩＩｌｌｊｉ子氏が行った現地調森によると、相談員育成トレーニングと相談員を管理す

るマネージャー１１)のトレーニングがある。相談貝育成トレーニングには、「質問」「要約」「繰り返し」

｢言い換え」「意味への応答」などのアクティブリスニング、相談者がｎ分の状況を説明して問題点を

探ることを文援していく方法、イll談者に問題解決に向かうI11i報を税Iﾘ｣し札|談者をより良い方向に１句か

わせる〃法などがある。さらに、イ１１談貝が斡旋人となる際の戸交渉」スキルトレーニングがある31。
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現在公募されている2008年10月から2009年３１１までのトレーニングメニューは、消費者関連では、商

品購入の際の消費者の権利、消費者信用、裁判での苦情の申しIlj、消費者契約があり、労働法の分野

では、労働関連苦情における不ゴシエーションとメデイエーションもある25。また、イングランドと

ウェールズでは、ｅ－ラーニングも行われている。2007／2008の報告書によると、ＣＡＢが行った利用

者満足調査では、238人のうち、８０％以上が再度利用したいと答え、233人のうち、アドバイスを受け

て満足したという回答が80％以上で、全体の経験に満足したという回答も80％以上であった罰。

④消費者協会（Which？）

消費者協会（Which？）は、消費者の利益や会員へのサービス提供のために1957年に設立され、消

費者情報誌の会員をメンバーとしている。会員数は2007年には103万８，０００人で、イギリス最大の消費

者団体である。主な財源は雑誌購読料で、政府からの援助金もなく株主もおらず、雑誌には広告も掲

載されていないという独立した非営利団体である塚。ここでは、消費者法、労働法、休暇旅行問題、

近隣紛争、罰金、遺言について会員への電話法律相談を行っている。そして、普籍やウェッブサイト

で消費者紛争解決のためのキャンペーンも行い、その背景や解決手順や事業者に出す苦情申し立て文

書のサンプルを提供している麹。1999年には、電子商取引に関する消費者紛争を解決する消費者協会

ウェッブトレーダー(theWhichWebTYaderScheme）が設置され、メディエーションも提供していた

が、資金不足のために、2003年に閉鎖された。この閉鎖を受けて、ダイレクトマーケティング協会に

より、2003年１月にウェッブトレーダー（WebTraderuk）が設置された29．

以上のように、行政の相談機関、民間相談機関、消費者団体が、消費者の権利や事業者の責任等へ

の情報や苦情申し出文書などを提供することで、その情報を得た消費者自らが部業者との紛争を解決

する手助けとなっている。また、当事者が、消費者や事業者の権利や義務を知ることは、自分の要求

が正当かどうか、事業者に公平に扱われたかどうかを判断する手がかりとなり、それは、その後に続

く解決結果への納得にも大きな影響を及ぼすであろう。

(4)事業者の苦情の取り扱い

消費者紛争に直面した事業者も迅速で簡単な解決を望むことが多いであろう。そのため事業者は、

消費者対応部門を中心に消費者紛争の解決を図ることも多い。そこでの苦情取り扱い方法は、公的機

関が認証した行動基準やISO規格（ISOlOOO210003）に沿ってなされる場合もあるし、その事業者

独自のルールで解決が図られる場合もある30。

①リターンポリシー

イギリスでは、梢lili者が職人した販売店に一定期間は交換や返品ができるというリターンポリシー

を採用している販売店が多い。リターンポリシーは、WIi品職人時のレシート等に記載されており、消

費者は、店が指定する期間や条件を満たせば、自由に交換・返品ができる。レジ近くに返品窓口を設

けている店もある弧。図表２は、イギリスで徽業している店で、著者が2006年９月～2007年８月まで

に商品を購入した際に受け取ったレシートから、各販売店のリターンポリシーを示したものである。

ここで見る限りでも、リターンポリシーは1,17による連いが大きい。しかし、店があげる条件さえ充
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図表２販売店のリターンポリシー

足できれば、消費者は法に根拠を求めることなく、返品や交換ができるということは、情報力や交渉

力で事業者に劣る消費者にとっては、便利な解決方法の一つであるといえる。

②自主行動基準の認証

A）地方局保証取引ネットワーク（LAATSN）

地方の事業者の取引標準スキームとして、行動基準を認証している地方局保証取引ネットワーク

(TheLocalAuthorityAssuredTTaderSchemeNetwork(LAATSN)）がある32．LAATSNは、地方自治体

が、消費者に信頼できる事業者を認定するものであり、事業者は会員となれば、取引基準法や市民法

の義務を負い、効果的な苦`情の取り扱いをするように求められる。

B）トラストマーク（TYustMark）

店 リターンポリ
、

ン_

デパートＨ オリジナルの状態であれば､１４日以内の返品交換。セール品の場合は、そのセー

ル期間中か購入後14日以内の早い方。返品除外品有。例、化粧品、ベッド、

タムオーダー品、髪飾り、水着、寝巻き、ペット、食品、新聞や雑誌など。

カス

デパート， 未使用ならば、商品購入後､28日以内。レシートがなければ、現在の商品価格で

他の商品と交換｡50％以上の割引商品は交換。

スーパーＭ どんな商品でも再販売できる状態であれば､90日以内の返品交換。レシートかク

レジットカードの記録が必要。

スーパーＴ 28日以内の返品・交換可能･レシート必要。

スーパーＳ レシートに記載なし。

スーパーＷ レシートに記載なし。但し 、 ウェッブサイトに返品可能であることは記載されて

いるが、詳細な条件は直接問い合わせることが必要。

ドラックストアＳ 28日以内の返品交換。薬品・携帯電話のトップアップ・食品は返品不可。

ディスカウント店Ａ 未使用であれば､１６日以内。レシート必要。保証期間は１２ヶ月。

ディスカウント店Ｔ 返品は30日以内。レシート必要。

洋服店Ｈ 28日以内の返品・交換。再販売できる状態であること、レシート必要。

洋服店』 セール品は不良品以外は返品不可｡28日以内の交換。レシート必要。

寝具店Ｒ 28日以内。オリジナルの状態、包装であること。測り売りしたカーテンやキルト

や枕カバーやベッドカバーは対象外。

アクセサリー店Ａ レシートを受け取ってから７日以内の返品可能。穴を開けた商品や靴下、化粧品、

菓子類は除く。

園芸店Ｓ 未使用ならば､28日以内の返品可。

競技場付属のお土産店Ｔ 購入から28日以内の返品可。レシート必要。イヤリングや下着やカスタマイズし

た商品は除く。

皮革商品店Ｍ 未使用であれば､21日以内の返品交換。レシート必要。セール品の返品不可。

おもちゃ店Ｈ オリジナルの状態であれば､21日以内の返品交換。レシート必要。

おもちゃ店Ｅ 無条件で返品もしくは交換。

中古品店Ｂ 購入から28日以内。値札とレシートが必要｡
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トラストマーク（TTustMark）は、会貝の住宅修理事業者と梢lY者の利益のために創られ、政府や建

塵鰯譲搬繍煮fimfMliiiHifff彗獺
責任をもち、アクセスしやすく、洲11者にとって親しみやすいこと、②ﾘﾄﾞ業者とil拙者の間で紛争が

解決できない場合には、このスキームの取扱者が介入すること、③解決がうまくいかない場合は、

ADR手続が準Iiliされ、メデイエーションや仲裁が行われることが記ilU［されている。

ＴＲＵＳＴ
ＭＡＲＫ

(5)ＡＤＲ

'①’政府がＡＤＲ手続を推奨する背峨

イギリスでは、ウルフ卿による氏11$制度改革のもとで、ＡＤＲ手続の利用が奨励された。1999年４

月26日に施行された民事訴訟規1１１１（CivilProcedureRulesl998）には、ＡＤＲ手続きを奨励する裁判所

の義務が規定され、司法へのアクセス法（AccesstoJusIiceActl999）によってＡＤＲ機関が行う調停

に対して法律扶助が適用されることになった。イングランドでは、弁護士費用はタイム・チャージ制

が採られてきたため、訴訟期間が長期になれば、弁護士費11Jが尚額化する傾向があI)、訴額が低い事

件では、弁護ＺＭｌＹ１１ｌが訴額を上回ることもあった。また、弁護ごＭｉ)11の排斥者負担制度も採られてい

る。そのため、弁謹三ＭWHを国が負ｌｉｌ１する法律扶助の支出が大きくなっていった。このような状況の

中で、法律扶助の文111抑制のために、訴訟よりもＡＤＲ手続の利)Hが促進されれば、法律扶助の支出

が全体としてpl111jllされるであろうという']算もあった海。

ＥＵでは、1998年３月に消費者紛争解決のためのＡＤＲに関する勧告が(1)され、金融サービスに関す

る問題を扱う37のＡＤＲ機関のネットワーク.､FIN-NET”が2001年２)lに開設された。2001年４月に、

当事者の合意による解決手続についての勧告が出された。ＥＵとアイスランドとノルウェーの消費者

紛争を裁判外で解決する400団体がＥＥＪ－ＮＥＴ”で組織されている:Hio2002年４月19日にはグリーン

ペーパー「消費者紛争におけるADR」が11)され、2004年'０１１２２１二|には、消費者'111題におけるメデイ

エーションに関するＥＣ指令が川された。

②ＡＤＲが梢Y1l肴紛争に求められるflllII1

2004年１月に貿易産業省によって公表された消費者紛争に関するＡＤＲへの研究:厨では、消費者に

とってＡＤＲ手続が望ましい理ltlには、紛争によって違った解決があること、多くの消llll者紛争が高

額な費用がかけられず、ｉ剛(者法が不一卜分であり、独立した調在や裁決や当馴者llIの話し合いが役に

立つこと、訴訟は岐後の手段となるべきものだと考えられていることがあげられている。相談機関で

あるＣＡＢの意見でも、訴訟は11111や時'１１１がかかる上、判決は支払を補償するものではなく、強制執

行にはさらなるＩＨＩ)Uがかかることから、ＣＡＢの相談者は訴訟を諦めることもあると述べられている露。

そして、貿易産業省の研究では、il1iYY者相談の分析によ')、ＡＤＲ手続が効果的だと思われる消費

者紛争には、家iiu製１W,、住宅のﾈili修、通子商取引、携帯電話、１１１州者信用、航空サービス、タイム

シェア、中古''1があげられている;Ｈ１。

③ＡＤＲの質の保証
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ＥＵが2002年４月１９日に出したグリーンペーパー「消費者紛争におけるADR」では、ＡＤＲの質の保

証として、時効、最低限の質的基準、秘密性、合意の合法性、実効性、第三者のトレーニング、第三

者の認証、第三者の責任について検討されている'0。そして、2004年１０月22日に出された消費者問題

におけるメディエーションに関するＥＵ指令で、質の向上、証拠の認定、時効について記されてい

る４１．ＥＵが出した内容を以下にあげる。

Ａ）時効

時効中断効を認める必要がある。2004年のＥＵ指令では、時効が中断されるのは、当事者がメディ

エーションを利用することを認める時、メディエーションの利１１]が裁判所によって求められる時、法

の下でメデイエーションを利用することが義務付けられている時があげられている。合意が成立しな

ければ、時効は、メディエーションが終わるもしくは取り消すことを宣言するＨから再開し、期間は

少なくとも1ヶ月以上延期される。

B）最低限の質的基準

最初の勧告では、独立性、透明性、相互間の原則、実効性、法、自由と代表の７つがあげられ、第

二の勧告では、不偏、透明性、実効性、公平の原則が出された。さらに、ＡＤＲ機関の行動基準が

ADRの質を増す手段となると述べている。2004年のＥＵ指令では、メディエーターやメディエーショ

ンを提供する組織による行動基準を発展させると述べられている。

C）秘密性

秘密性は、当事者の誠実なコミュニケーションを保証するのに役に立つ。守秘義務は、当事者にも

第三者にも課される鰹。ＡＤＲ手続で当事者が交換する情報は、当事者の同意がなければ、裁判や仲裁

での証拠として認められるべきではない。ただし、第三者の専門性ゆえに適用される法律の条件の下

で、情報提供する義務はある。2004年のＥＵ指令では、当事者がＡＤＲ手続に参加した事実、当事者の

観点や提案、当事者の陳述や告白、メデイエーターによる申し出、当事者がメデイエーターによる解

決の申し出を認めたという事実、メディエーションの目的のために準備された文書は、裁判での証拠

とはならないとしている。しかし、メディエーションでの合懲を実行するため、子供への保護や身体

的もしくは心理的な損害を防ぐために、メデイエーターや当事者が認める場合には証拠として認めら

れる。

Ｄ）合意の合法性

当事者の合意は、妥協ではなく、真の合意であることに注意しなければならない。特に、当事者間

に経済的な不均衡がある場合には、一定の保護が求められる。また、合意書にサインをする前に熟慮

する期間や、合意書にサインをした後に撤回する期間が必要である。

Ｅ）実効性

消費者保護法の分野では、第三者の決定が事業者を拘束することもある。この場合、事業者が実行

しなければ、ＡＤＲ手続の結果の公開や賠償金、ＡＤＲ機関の会員の除名などの規制により、実効性が

高まる。

Ｆ）第三者のトレーニング

ＡＤＲ機関の質は第三者の力に依存する。ＡＤＲ手続におけるスキルの習得のために適切なトレーニ

ングが求められる。そのため、トレーニングは、ＡＤＲ機関の機能だけでなく、質を評価する重要な

役割を果たす。また、第三者が特定の協会の会員である場合は汀協会がトレーニングを提供し、資格
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を付与し、定期的な評｛iliや、道徳的基準の作成や手続的規ﾙﾘをする。

G）第三者の認証

公的部局が、第三者を認証し、専門家として支援すべきである。ただし、ＡＤＲ手続の自由度やシ

ンプルさを危険にさらすことが許されるかどうかも検討すべきである。

H）第三者の責任

第三者には、法の下での11i任があり、さらに守秘義務述反や、一方当事者に利益を与えるような

偏った対応をした場合などにもilOr任がある。

④’ＡＤＲスキーム

A）業界型ＡＤＲ

公jli取り|法（TheFairTradingActl973）では、梢llll者保護が規定され、公】'１１Ｍ|庁は、４１業者団

体に梢Ｙｌ者の利益擁護を促進するためのガイダンスとなる「消費者対応に関する行動基準

(collsumercodesofpractice)」を整備させているご’974年から2001年までに、４９の自主行動基準が採

用されている。これらの自主行動基準は、法規定よりも広く事業者に義務や制限を課して梢ＭＩＩ者保護

を規定し、また、状況に応じて改正され、jlil1解や仲裁についても規定している。

そして、企業法（EnterpriscACT2002s､8(2)）において、消費者紛争解決に|1Mする事業者剛体の自

主行動基準を公正取り|庁が認証するというスキーム卿が導入された。自主行動基

準の認証を得た事業者'１１１体の会員企業は、広告にロゴを使うことができる。その

ため、1111111者は信頼できる販売店や救済機関をみつけやすい。2002年５)]に自主

行動基準の中心となるガイダンスが公表され、その後も更新されている。以下に、

2008年３)jに更新された梢111者対応にllL1する行動基準認証（ConsumerCodesApprovalSchcme）を

示す。

.「消l(１１者対応に関する行動基準認証」における苦情の取り扱い（2008年３月）１１

a）迅速で、責任を持ち、アクセスしやすく、親しみやすいこと

会貝事業者は、苦情システムのアクセスを公表し、洲11者にガイダンスを説1ﾘ]するなど苦情対応に

重要な要素を消費者に情報提供しなければならない。苦情は正当な期間で収}〕扱うこと。梢ＩＨＩ者に

とって満足のいく解決とならない場合は、１剛１１者に業界|寸１体ＡＤＲやオンブズマンなど他の苦情取り

扱い手順を示さなければならない。

b）illiYY者相談機関との協力

会貝企業は、直接の消費者だけでなく、イⅡ談機関にも対応すること。

c）両当事者の合意に基づく和解

和解には、ｌＥ当な理１１]のある期限を定め、会且企業は、その期限内に苦情111出者と話し合いをしな

ければならない。和解対応部''１１があることが望ましく、企業は消費者に和解を提供する人やサービス

や手順を説明する。和解の過程や結果は文ilf化されること。和解不成立の場合は、消費者が独立した

救済機関に相談することを許さなければならない。

d）企業と消費者との和解不成立時の対応

独立して、公平、不侃、効采的、迅速な救済機関がi1LjIlll者に提供されるべきである。できれば、消

費者には無料で、弁護己上等の助けなしで直接相談できなければならない。さらに、紛争のタイプ、手
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続価格、和解へのルール、和解の法的力及び片面拘束なのかなどを明確に情報提供しなければならな

い。また、機関の関連条項のルールや仲裁人の資格基準や部局などについて文書で説明する。当事者

の主張点だけでなく、仲裁人も検討点を考慮する。公平さを確保するために、仲裁人や、審査員やオ

ンブズマンは、事業者に雇われる部局にいることはできない。技術的専門家の意見が必要な場合は、

適切で専門的な人に証拠の提供を求めることができる。その決定が、行動基準の改正案を示すことが

必要かどうかを考慮することも必要である。

そして、この認証を受けるには２段階の手順がある。第一段階では、事業者団体による行動基準の

申請が公正取引庁から紹介される段階であり、第２段階で、その基準を公正取引庁が調査し、その結

果によ')公正取り1庁が行動基準を認証する。【|'請から認証基準になるまでには、時間がかかり、例え

ば、カーペット業界基準（CarpetFoundation,scode）は、2004年10月に公正取引庁に提出され、

2005年８月に第一段階となり、2007年１月に認証基準となった。現在、第一段階の事業者団体は、引

越し業協会（BAR)、ヘルスケア販売協会（BHTA)、ロバートポッシュ社（Bosch)、エレベー

ター・エスカレーターエ業協会（LEIA)、自動車修理協会（MVRA)、安全保証スキーム（SafbBuy）

の６団体である。認証行動基iIkを持っている団体は訪問販売取引ljll会（DSA)、カーペット業界

(CF)、不動産事業者オンブズマン（OEA)、自動車工業販売店協会（SMMT)、乗り物販売修理協会

(VBRA)、借金マネージャー協会（DEMSA)、の６団体である幅。

このような自主行動基準に基づく事業者団体のＡＤＲ手続については、契約前に消費者に伝えられ

るべきであることや、会員企業に有利な場合もありえること、そして口頭での仲裁は費用がかかるの

で、通常、仲裁は文悲でなされているという指摘もある鱒。

Ｂ）オンブズマン

業界型ＡＤＲでの和解手続が、消費者には公平であると感じられにくいこともある。仲裁には費用

もかかる。また、法的拘束力があるために、消費者がその結果に納得できなくとも訴訟をすることは

できない。そのため、独立して公平であり、無料で、訴訟をすることを妨げない救済機関としてのオ

ンブズマンイァが設置されている。これには公的機関と民間機関とがある。オンプズマンは規制当局で

はなく、その機能は、企業をコントロールすることではなく、個人へ救済を提供することである。イ

ギリスおよびアイルランド・オンブズマン協会（BritishalldlrishOmbudsma、Association以下ＢＩＯＡ

という）の会員には、不動産業、金融サービス、健康サービス、住宅、法サービス、地方政府、議会、

年金、稗察（北アイルランド)、引越し、テレコミュニケーションのオンブズマンがある。

消費者は、紛争が企業との間で解決されない場合にオンブズマンを利用できる。和解が不成立とな

れば、オンブズマンは、調査により適切な証拠を集め、文書化された証拠に基づいて裁定をする。企

業に勧告をして、行為改善を求めることもある。また、損害賠償金の裁定をできるオンプズマンもあ

る。勧告や賠償金は、法的な強制力を持たないため、統計litの公表や、決定に従わない事業者名の公

表などで、事業者を規制するオンプズマンもある。

ＢＩＯＡが出しているガイドライン岨には、苦情に対する結果の質のための注意点が記載されている。

そこには、相談者は感情的になっていることが多いため、話を十分に聴き、相談者に起こったことを

説明し、苦`情を公平で偏りなく扱うことが璽要であるとiLI:かれている。そして、相談者に苦情取り扱

い過程や救済内容を明確にすること、相談には、自由度や透明性があること、結果が当該消費者と事
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業者の今後の関係に影響を与えることも11ﾄﾞかれている。そして、実効性を促進するスタッフのマネー

ジメントが重要であるとし、相談員の役割の性質や限界を理解するためのトレーニングや調森技術の

トレーニングがjlr要だと記され、相談へのlﾘ]確なガイドラインの必要，性も述べられている。さらに、

質を保証するためには、相談者の満足度をiiMlfすることを奨励している。

このようなガイドラインを受けて、利１１１者調査を行っているオンプズマンもある。テレコミュニ

ケーション・オンプズマン（tlleTblecomlllulUcatiollsOIIlbudsmalu以下Oteloという）49は、苦情を申

し1}}た消費者とﾄ１１談した事業打への満足度i淵査切をしている。梢llIl者調査によれば、Oteloに対して満

足したという回稗は、親しみやすい90％、役に立つ88％、知識88％、信頼性82％、自分の問題への理

解81％、自分の|Ｍ１題の取り扱い78％が満１１としたとされている。Oteloからの情報についての満足度は、

情報収集が簡単である8496、タイムリー７９％、明確8496、幅広く全て78％とされている。相談につ

いては、手続開始で期待できることの説Iﾘ]は84％、アクセスの簡単さは66％、メデイエーションやネ

ゴシエーションを通じた苦竹解決については61％、実効性は69％、迅速さは63％、サービス全体は

75％とされていた。また、結采は、梢YY者の思いを充足したものが64％で、梢llIl者の希望に反したも

のが29％・テレコミュニケーションの会社の信頼性が1Ｗしたという1,1答が40％で、信頼性が減少した

という回答が30％とされていた。このことから、OIeloでの紛争解決は、消費者が相手企業への信頼

性を岡めることにもなるといえようｃ

不動産事業者オンブズマン（OmbudsmanforEstaleAgents以下ＯＥＡという）は、2007年に12,052

件の苦情を受付け、870件が紛争解決手続きとなり、795件が解決し、９０日以内に50％、120日以内に

87％が解決した５１．ＯＥＡが出した2007年の報告書錘によると、オンブズマンに相談した動機は、６０％

が事業者の決定が悪いこと、5096が独立した機関の見解が欲しいこと、４０％が補償を望んでいること

だとIiJ1答されている。そして、ＯＥＡの取り扱いについては、迅速80％、スタッフが丁寧92％、最初

に相談した際にlﾘI確な説明があった81％、ＯＥＡの苦怖のためのガイダンスが役に立った86％、ＯＥＡ

の情報に合意した74％、解決KII間に満足した7096,01ﾖﾊのサービス全体に満足した69％と記されて

いる。

また、金融オンブズマン（FinancialOmbudsmanService以下ＦＯＳという）郡では、2007年４月～

2008年３月までの解決件数は、99,699件で、そのうちメディエーションなどによる解決が91.739件で、

仲裁決定は7,960件であったｓｌｏＦＯＳの利用将調査によると、苦情が効果的で専門的に扱われた71％、

FOSの決定が公平であった60％、紛争解決101111jが適切であった47％、FOSは十分な紛争解決をもたら

した65％、FOSは公平で親しみやすい71％とされており、満足度がMHいづ結果についても86％の消費

者が満足しており、４７％が苦情がなくなったと回答されている弱。ただ、現在、公正取引庁がテスト

ケースとして銀行を相手に訴訟中となっている銀行の|｣座持ち主が認めていない当座借り越し残高

(overdraft）による銀行決済手数料（ballkcharge）の'１１１題に関しては、金融庁が裁判の結果を待って

判断するという意liIjを示した。そのため、FOSでの紛争解決も、この銀行決済手数料が不公正である

という裁判所の判断が出るまで、対応しないという方針を立てておl)、これに関しては、裁判よりも

迅速であるというＡＤＲ手続の機能を果たせずにいる跡。

また、民間オンプズマンを利111できるのは、当該オンブズマンの会員企業との紛争を抱えた消費者

だけである。現実の消費者紛争の多い分野とオンブズマンが扱う領域が一致しているとも言いがたく、

複数のオンブズマンが利用できる場合もある雨。
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図表３に示すように、消費者相談機関のコンシューマー・ダイレクトの2007年の苦情の多い分野で

も、オンブズマンが不十分な領域があり、現在の消費者紛争と、救済機関が十分に適応していないこ

図表３ConsumerDirectの苦情の上位1０（2007年）とがわかる。

とオンブズマンの設置 また、セットI坂売のように複合契約の場合はまた、セットI坂売のように複合契約の場合は、

消費者紛争の内容によって、異なるオンブズマ

ンがあり、救済が一様でないという問題もある。

iｆＩ̄
(IVatio，(IVationalConsumerCouncil“1essonsfrom

ombudsmania鯛(2008ｲ'２２月).pp6より抜粋して作成）

C）行政型ＡＤＲ

2004年１月に公表された貿易産業省の研究には、地方取引基準局のＡＤＲ手続が紹介されている認。

レイチェスター取引基準局（LeicesterCountlyCouncUTYadingStandards）のＡＤＲ手続は、法律サー

ビス委員会（theLegalServiceComnUssion）から資金を得て、2002年10月に始められた。料金は無料

で、レイチェスター州の消費者と中小規模の地元事業者にメデイエーションを行っている。一方から

の申し出を受けて、当事者がメディエーションを利用することに合意すれば、電話や対面でのミー

ティングが行われる。合意に達すれば、文書を作成し、当事者がサインをする。ＡＤＲ手続をするス

タッフは、メデイエーシヨンの前に、必ず、当事者に法的権利を助言している。2003年の最初の半年

では、５８件中12件で合意があり、その平均金額は664ポンドであった。金銭賠償以外には、債務の完

全履行、取引関係の合意、修理、事業者の謝罪、代替Aliとの交換、キャンセル、説明がある。合意は

サインをすると拘束され、裁判で強制執行もできるが、９２％の合意が守られている。それは、当事者

自身が解決方法を決定したからであると言われている。メデイエーションをした当事者への調迩では、

95％が満足し、今後も利用したいと回答されていた。

このような地元企業と消費者の紛争を解決するメディエーションは、事業者が業界団体の会員でな

くとも、またオンブズマンが設悩されていない領域でもＡＤＲ手続きが提供されるという点で業界型

ＡＤＲやオンブズマンの隙間を埋める役割を果たす。

D）非事業者団体が運営するＡＤＲ機関

イギリスには、第三者が対面や魁話でメデイエーションサービスを提供する民間機関があり、少額

請求メディエーションサービス（theSmallClaimsMediationService）が、消費者紛争解決への成果

を出している弱。市民の利用を促進するために、ナショナル・メデイエーション・ヘルプライン

(NationalMediationHelpUne）が開設され、メデイエーション機関の紹介をしている。その他にも、

メデイエーションに関する一般情報を提供したり、相談者から聴き取った要望やニーズを解決するの

１ 住宅の改修工鞭 部分的

２ 地祇 十分

３ 車 なし

４ 家具 部分的

Ｐ
０ 視聴覚機材 なし

６ 家庭用大型器fＬ なし

７ パソコン・ソフトウェアやサービス なし

８ 衣服 なし

９ ''1の修理 部分的

1０ 他の個人用の商品やサービス Ｎ/Ａ
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に適切な機関の紹介なども行っているu1.2005年１０月から６）Iに、１００人の相談者へ行った利用者調

査IjIによると、ヘルプラインサービスに満足したという１，答は81人で、メデイエーションを理解した

という回答は71人とされている。また、８人が情報や’1:'１談内容に満足し、５人が相談後に自分自身で

解決し、３３人がメディエーション機|則へ相談したと記されている。しかし、９人は他力当事者の合意

が得られなかったために、２人はコストの問題のためにメデイエーションが行われず、５人がメデイ

エーションを利用し、５人全口がメディエーションに満足していたとされている。

3．日本への示唆

イギリスの消費者紛争解決スキームでは、消費者自身が事業者と交渉して紛争を解決するための情

報を得る相談機関と、第三者に支援してもらいながら解決を図る相談機関が連鵬している。消費者法

が複雑となり、消Yli者が権利を理解することが難しくなっていることは、Ｉ]本もliiI様であるし(型、消

費者紛争を抱えた梢{Y者が裁判をすることが少ないという現状もある。そのため、日本においても、

相談機関が消費者のエンパワーメントを担うことが重要であるといえる。また、消費者は、自分が紛

争を抱えた時に必要な情報が適切に与えられることで、自らが解決に向けた行動をとることが促進さ

れる。そこで、①ＡＤＲ手続を含む相談機関や情報へのアクセスのしやすさ、②相談機関の質の確保

ついて、日本の状況を捉えながら検討したい。

(1)アクセスのしやすさ

①相談機関へのアクセス

日本では、行政改雌や厳しい地方財政を背蛾に、地方の↑剛Ｍ２活センターの活動は、縮小傾向にあ

り、地域差も生じている。そのために、国で一元的な窓口の粧備をすることが検討されている⑪。さ

らに、国民生活センターのウェッブサイトでは、各相談機関を紹介している。また、Ｈ本司法支援セ

ンター（法テラス）が、2006年４月に設置され、裁判外紛争解決手続きを行う者の連挑の確保及び強

化を図ること１，１という'二Ｉ的のもとに、2006年１０月から村|談機関の紹介を行っている。このように公的

には、消費者への相談機関のアクセスが支援されている。一方、事業者については、１１$業者が苦情相

談窓口を公表することはあるが、その後の相談機関の紹介をしていないことが多い侭。訪問販売協会

では、当該協会でi洲M者紛争処理機榊が設置されているにも関わらず、訪問販売企業の自主行動基準

では、消費者にその情報提供をすることは規定されていない､。通信販売店協会が作成している通信

販売倫理綱領`7でもＡＤＲ手続等の紹介はない。日本においても、事業者がＡＤＲ手続の紹介をするこ

とで、消費者の相談機関へのアクセスを拡大することが望まれるが、それは、事業者にとっても

ADR手続の利１１１が役に立つという認識が広がることが重要であろう。Ｏ(eloが行った利用者調査の、

｢テレコミュニケーションの会社の信頼性が埆した」というlrjl鱒は、消ＭＩＩ者がＡＤＲ手続を利用する過

程において、リj業者への信帆を回復し、事業肴を承認するという企業にとっての利点も示している。

②紛争解決のために相談機ⅡUが梢Y１１者に提供する情報

消費者は、自らが'''1題を抱えた時に、相談機関へアクセスする。その際には、いかに|]分の問題解

決に適合する情報が得られるかが愈要である。もちろん日本でも、当該消費者の問題を解決するよう

な情報提供は行われているが、苦情ＩＩＬ出文１１１:のサンプル提供は、クーリング・オフや信販会社への
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支払い停止の抗弁の申し出が主なものである。消費者が苦情申し出文書を書くことは簡単ではない場

合が多く、苦情文書の番き方によっては、紛争が助長される場合もある。消費生活センター等では、

相談者へ苦情I11し出文普の書き方を助言するのに多くの時間を費やすことになる。そのため、イギリ

スで見られるように、様々な苦情申し１１１文書のサンプルが提供されることは有益である。また、企業

にとっても、消費者からの苦I1Ij申し出が、ある一定の形式の文普でなされることは、消費者の苦情内

容や要求が明確になりやすいため、迅速な解決にもつながることであろう。

また、消費者紛争の解決は、そこの相談機llLjで解決できない場合の次の段階を消費者に示すことも

必要である。その際には、ただ機関の連絡先を紹介するだけではなく、その機関でできることや、相

談の手順を明確に示し、消費者が次の機関で、自分の問題を相談するポイントとなる情報を提供する

ことも大切である。それによって、その消費者が他機関に相談する能力が増すために、消費者の自律

`性を高めることの一つとなる。

③ＡＤＲの範囲

イギリスでは、ＡＤＲ機関が会員外の事業者との紛争解決を取り扱わないケースもあるため、取引

基準局会は、事業者にＡＤＲ機関への参加義務がないことが、消費者に利益をもたらさないと警告し

ている聡。そして、ＣＡＢは、梢Ｙｌ者紛争の全領域をカバーし、鍋業者団体の会員外の企業との紛争も

解決するコンシューマー・オンブズマンを提唱している⑬。

日本においては、製造物責任法の付’1ｉｆ決議で、ＰＬセンターと呼ばれる業界型ＡＤＲが設置され、そ

の後、保険や証券取引などの金融商品の分野でＡＤＲ機関が設枇された。国民生活センターが出した

消費者相談の分析（2007年度）、によれば、取引が925,278件と圧倒的に多く、価格・料金が162,717

件で、安全・品質については112,765件であったことから、消費者にとっては、取引に関するＡＤＲが

必要であることがわかる。取引に関するＡＤＲ機関は、住宅紛争処理支援センター、金融商品に関す

る業界ADR、自動車販売店協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（NACS）コン

シューマーADR7Iなどがある。相談件数別（梢YIl者金融、商品一般を除く）にADR機関の設置を図表

４で示した。

図表４消鍵者からの苦情とＡＤＲ機関の設掻 取引に関しては、NAC８コ取引に関しては、ＮＡＣＳコ

ンシューマーＡＤＲが扱う特

定商取引法の適用を受ける商

品やサービスが含まれている

領域にはＡＤＲ機関の設置が

部分的だと判断したが、

ＮＡＣＳコンシューマーＡＤＲの

受付件数は、平成19年度は

2,474件で、調停・裁定は５

件池であるので、まだまだ規

模は小さく、消費者相談の実

態とＡＤＲ機関が必ずしも適

合しているとはいえないｃし

薦
(国民生澗センター2008年消費生活年報よ}〕苦情件数の多いものを抜粋

し、雑者が作成した）

取引 安全・品質

電話’'1Y報サービス なし クリーニング なし

オンライン情報サービス 部分的 自動JlI ぁＩ）

賃貸アパート・マンション 部分的 賃貸アパート・マンション 部分的

外国語・会話教案 部分的 修理サービス なし

健康食品 部分的 携j1Mf通話機 部分的

命保険 あり 健liR食品 部分的

エステテイックサービス 部分的 新築J二事 ぁI）

自助jli 部分的 パソコン 部分的

新聞 部分的 化粧iWi類 部分的

アクセサリー 部分的 調理食品 なし
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かし、イギリスにおいて指摘されているＡＤＲ機関の隙間の問題を解決するスキームであるといえる

ので、今後の発展が期待される。

また、平成20年５月２日に、国民生活センター法が改正され、国民生活センターによるＡＤＲ手続

の整備が規定された汀。和解の仲介手続において、仲介委員は、消費者と事業者の情報力や交渉力に

格差があることとを踏まえつつ、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすことが

期待されている。国民生活センターが行うＡＤＲ手続は、全ての消費者取引にわたるが、その解決が

全国的に重要であるものとして内閣府で定める「重要消費者紛争」に限られている。そのため、紛争

を抱えた消費者が自由に利用できるものではない。さらに日本の現状では、地方で気軽に利用できる

ADR機関は少ないために、イギリスで実施されているような消費生活センターでのメデイエーシヨ

ンの導入なども検討が必要だと思われる。

(2)相談機関の質の確保

①第三者の力

現代社会におけるＡＤＲへのニーズの背景には、自らの正義、自らの利害を、最低限の関係的ルー

ルを保持しつつ、可能な限り追求していこうという意識がある両。ＥＵ指令でも、当事者の合意は、妥

協ではなく、真の合意であることが求められている。情報力に格差がある消費者契約の場合、真の合

意には、消費者が情報提供されることによって、自律的紛争交渉が活性化される万ことが必要であろ

う。レイチェスター取引基準局では、メディエーションの前に必ず、当事者に法的権利を助言してい

ることが、当事者にとっては、自らの要求が正当かどうかを知る手がかI)となり、不当な要求を抑圧

することともなる。オンブズマンの利用者調査からも、Oteloの「知識」に関する高い満足度や、

OEAの「独立した機関の見解がほしいためにオンブズマンを利用した」という回答の多さからも、

消費者が相談機関に自分の問題を考えるための情報提供を期待していることがわかる。

しかし、単に消費者への情報提供だけが充足されればいいというものではない稲。消費者紛争を抱

えた消費者には、その紛争によって引き起こされた損害の厄|複だけでなく、その出来事の意味の回復

が重要なのである万。そのためには、カウンセリング的な対応を通じて、紛争認識の形成・変容、交

渉支援、周囲との関係性の回復・改善を図ることが考えられる78．相談者は、jlill談過程を通じて、「自

己意識の明確化と自己の能動感」が出現し、自分の考えに気づき、自分の気持ちが言葉で言えるよう

になり、自分の納得いく考えが出てくるのである瀞。レイチェスター取引基準局が行ったメデイエー

ションの合意のほとんどが守られているのは、当事者自身が解決方法を決定したからであるというこ

とは、相談者が自らの考えに気づき、妥当な解決内容を当事者自身が考えた場合の、実効性の高さも

示している。このように消費者の自律性を高めるためには、朴I談員は相談者との対話を通じて、相談

者の問題を受容し、共感することが大切である。Oteloに対しての満足度でも、「自分の問題への理

解」や「自分の問題の取り扱い」の満足度が高いということや、ＯＥＡに対して、「スタッフが丁寧」

であるという回答が多いことから、相談員が相談者の話を傾聴し、対話をすすめていることがうかが

われる。日本においても、消費生活センターにおける消費者相談のマニュアルでは、相談員は「受

容」と「共感」を持って傾聴することを心がけ、相談者の相談したい内容が何であるのかを、十分に

汲み取るよう努めることsoが記されており、対話の重要性が認識されている。

このような対話を実現するには、相談員のスキルトレーニング81が必要であろう。ＥＵ指令でも、
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ADRの質は第三者の力に依存することから、スキル習得のための適切なトレーニングを求めている。

イギリスにおいては、ＢｌＯＡがスキルトレーニングの重要`性を指摘し、ＣＡＢや取引基準局会で、担当

者へのトレーニングが提供されている二一万、日本では、国民生活センターが行う消費生活相談貝研

'１鉾は、経済・法律・商１W,知識に関するものが多く、対話スキルに関するトレーニングはほとんどな

されてない。このことから、Ｈ本においては、相談員には情報提供能力がjlX視されていると言えるの

かもしれない。今後は、対話スキルのトレーニングも、研修の一つとして相談貝に提供されることが

望まれる。

また、対話を通じて、紛争当り‘者のエンパワーメン卜をするという視点で相談機関の質を評価する

のであれば、解決率よりも、手続過程に対する利用者の満足度や公I[ﾐさへの評価など、きめ細かな評

価基準を設けることが必要とされる郡。｝１本では、自動111製造物責任相談センターが、2005年度以降

毎年、利用者調査を行っている。2007ｲﾄﾞ度の調査８１では、センターが役立ったことは、技術的知識

58.496、法律知識62.496、今後の交渉の進め方69.3％、相手に要求できることの見当65.9％、話を聞

いてもらってすっきりした70.5％、相手に話を伝えてくれた（話を伝えたケースのみの回答）５０％と

いう回答があったと記されている。そして、センターの対応に満足したという回答は67.7％とされて

いる。このように利)１１者iiM査を行って相談機関の質の評価を図る動きもあるが、Iijil民生活センターや

消費生活センターの報ｆｌｆｉＩｆでは、現在のところ、利用者調査はほとんどなく、件数分析や事例が多い。

利用者調査を取り入れ、現場にフィードバックしていくことも、洲Y者の１ｺ律性を筒めるという相談

機関の質を保証するためには必要なことであろう。

②消llY者紛争解決のための目1i行動雄準の普及

消費者にとって、認証システムの存在は、紛争解決機関を見つけるために役立つ要素のひとつとな

る。ＢＩＯＡの中心基準編は、独立していること、無料でアクセスしやすいこと、公平であること、調査

権限と守秘義務、裁定の法的拘束あるいは決定に従わない事業者の公表、年次報告誉の公表などであ

る。紛争解決に適当なスタッフと資金を備えていることもあげられているが、弁纏士の関与までは要

求されていない編。そして、公１１１取引庁や取引基準局が認証する業界団体の自主行動基準は、消費者

の利益擁護を|]的に作られたものであり、この紛争解決に関しても、必ずしも弁護士の関与が必要と

はされていない。また、自主行助基準は、消費者の利益擁護のために具体的な内容が公表されている

ので、消費者はそれをJILに事業者と交渉することも可能である。さらに、リド業考へ自主行動基準への

参加を強制することもある。例えば、不動産事業者行動基準は、全てのｲ{動産事業者に会員となるこ

とを義務付け、従わないﾘﾄﾞ業者には、取り|基準局が罰金を課し、公j[取り|庁が業務停止処分をするこ

とができる。ただ、公jli取引庁が認証する自主行動基準は、認証過程が厳格なために、認証に時間が

かかるというｉ１ｌ１題もあり、’五Ｉがりi業者団体を認証に向けて支援することが必要だという意見もある厩。

また、事業者の利益を求める政策をする規制当局が認証をする｣ﾂﾙ合には、消費者の利益がないがしろ

にされる危険性もあるため、il1YIl者団体等の監視の目も必要とされる郡。

日本においては、ＡＤＲ法で、民間ＩｕＡＤＲ機関に対する利用者の信頼性の確保および、ＡＤＲ手続に

対する法的効力の付与を'三1的に、法務大臣が民間型ＡＤＲを認証する制度"が規定された．しかし、こ

の制度については、私的[|治に反すること、民間型に限定されているため行政型への効果がないこと、

認証を受けないＡＤＲ機関は公l[でないような誤解を生むことなどの批判幻)も多い。ＥＵ指令では、公



裁判外のililY背紛争解決スキームに|１０する一考察 213

的部局が第三者の認証をすることが推奨されているが、ＡＤＲ手続の自由度やシンプルさを損なうこ

とが許容されるかどうかは検討すべきことだと述べられている。ＡＤＲ手続での解決内容は、企業の

謝罪や説明や企業行為の改善など、多様なものであるし、現行の法律では救済されないような問題も

当事者の合意で解決するなど、柔軟なものである。そのため、法的思考によらない解決もあるだろう。

このような場合には、ＡＤＲ手続の手続実施者には、紛争解決の技術（コミュニケーション．カウン

セリング等の技術）に関する専門的能力91が重要とされるであろう兜。また、日本においても、事業者

団体の自主行動基準に沿って紛争解決を行う場合もあるが、その行動基準は、広く消費者に認知され

ているとは言い難い。業界への加盟は任意であるので、会員外企業との消費者紛争の解決が難しいこ

とも多い。業界が出す自主行動基準を消費利益の擁護を目的とする消費者行政が認証することや、消

費者団体が監視をすることは、その行動基準の質や信頼性を間めることに役立つであろう。

4．おわりに

本稿では、イギリスの消費者紛争解決スキームを検討し、｜]本における効果的な消費者紛争解決を

実現するために、情報へのアクセスと、相談機関の質の確保についての見解を示した。

消費者と事業者には、情報力や交渉力に格差があるために、消費者法が社会の変化に応じて整備さ

れているが、その複雑さから消費者が十分に法を理解するのが難しいことが多い。また、社会の急速

な変化のために、消費者の利益を擁護する法が十分に整備されていないこともある。消費者紛争の解

決内容は、契約の取消しや損害賠償金の他にも、事業者の説明や謝罪や行為の改善など多様なもので

あるし、時には現行の法律では救済されないような問題も当事者間の合意で解決するなど柔軟なもの

である。そして、消費者にとっては、解決内容の実効性の確保も大切である。こうした解決を図るに

は、消費者が気軽にＡＤＲ手続を利用できる環境が必要であろう。業界型ＡＤＲの会員外企業との消費

者紛争の解決が難しいことも多いことを考えると、ＡＤＲ機関への参加をその業界の企業に義務付け

ることや、紛争の領域を問わないコンシューマーＡＤＲ機関の整備が望まれる。また、地方には民間

型ＡＤＲ機関が少ないことを考えると、イギリスのように地元の消費生活センターがＡＤＲ手続を担う

ことが、消費者にとっては有益であると思われる。

そして、消費者には、紛争を抱えた時に、簡単に紛争解決機関に相談できることが必要である。そ

れには、自主行動基準の普及や、相談機関や事業者からの情報提供が効果的である。相談機関や事業

者が他機関を紹介すること、ＡＤＲ手続の自由度を侵さない範囲で消費者の利益擁護に関する規制当

局がＡＤＲ機関に一定の関与をすること、消費者団体の働きかけなどの関連機関の連携が必要である。

ADR手続の利用は、消費者にとって役立つばかりでなく、そこでの解決により、消劉者が相手事業

者への信頼を回復し、消費者と事業者のｷⅡ瓦の承認ができる111能性があるという点で、事業者にとっ

てもより良い紛争解決となる。さらに、相談機関の利１１１者の満足度を調査し、その結果をフィード

バックすることも、相談機関の質を確保することに役立つであろう。

また、紛争を抱えた当初の消費者は、事業者の非ばかりを意識して、感情的になっていることも多

い。しかし、相談機関に相談する過程で、相談員から自分の話を聴いてもらうことで、自分の問題や

権利や義務が明確になり、事業者に求めるものや、苦情｢|'しlllの手順等を理解し、自ら解決に関与し

ていくのである。消費者紛争の相談機関には業界団体、洲11生活センターなどの行政機関や司法書士

会や弁護士会などが行う複数の手続があるため、紛争がその機関で解決できない場合には、消費者が



寓剛由紀代214

問題を把握し、結果を巷MiLた｣二で鈩他の機関で十分に相談できるような能力をつけることも消費者

のエンバワーメントとなる。梢IHI者紛争の解決を支援するには、梢'111者のエンバワーメントをする相

談機関の果たす役割が重要である。この場合の情報提供のあり方は、指導的なものではなく、相談員

が相談者との対話を通じて、消費者を受容し、消費者に共感した上で、消費者の自律的交渉援助のた

めの情報提供を行うことが望ましい。そのため、相談貝には、法知識や商品やサービスの知識などの

専門的能力だけでなく、対話を実現するための紛争解決支援の技術にllUする専門的能力が必要とされ

るｃＥＵ指令でも触れられているように、スタッフのトレーニングがＡＤＲの質を保証するひとつの要

素となる。既に対話促進型の調停やリーガルカウンセリングの技法として傾聴の大切さと、その実現

のための検討や実践がなされており、特に医療紛争については具体的な技法が実践されている。今後

は、消費者紛争解決に適した対話スキルについても検討すべきであろう。

以上のように、相談機関が11州昔のエンパワーメントを担う役１V！を果たすためには、①相談機関の

アクセスを高めること、②機関の連挑を進めること、:③スタッフの対話能力を高めることが必要であ

ると考える。本稿では、具体的な対話スキルに触れることはできなかったが、消費者をエンパワーメ

ン卜するという視点で、具体的な対話スキルを明らかにすることもiF〔要であろう。今後の課題として、

各相談機関の役割や、相談貝と相談者の関係を検討しながら、そこで必要な対話スキルをlﾘ]らかにし、

消費者紛争解決支援に適したスキルトレーニングも検討したいｃまた、日本では認められていないが、

イギリスでは、企業法に推づく消費者団体訴訟による損害賠償諭求があ})、個人として紛争を解決す

ることができないような場合には、消費者団体が行う団体訴訟に参力Ⅱして解決を図る方法もある。消

費者が団体訴訟にl1Llわる道を選ぶということも、消費者自身が解決方法や解決内容に関与することだ

といえる。さらに、ｉ剛11者団体には、相談機関という役割に加えて、梢H1者行政の政策や自主行動基

準の監視や、新たなガイドラインを導く役割もあり、関連機関の連鵬の一翼を担っている。そのため、

消費者団体が果たすil1llY者のエンバワーメントということも検討が必要であると考える。

注

ｌ大村牧志「梢M1者法さイァ斐閣（1998ｲ1皇),ｐ20.では、消費者は、）|↓業者に対し①Ｉｉｌｉ報．②交渉力にお

いて劣位に立ち、また、③梢神.(1)身体を備えるがゆえの脆弱性を持った存在であるということから、

消費者と４１業者の格差は、消費者社会の発展に伴う構造的なものであると述べている。

２中材芳彦「ADR法立法論議と'二1律的紛争処理志向」早川吉尚、’11111文、ｉ間野亮編「ADRの基本的視

座」侭111社（2004年)，ｐ、２３７．では、「相談担当者が丁寧に聴くことによって、当りＩ肴自身が、自

分にとって何がIlll題なのかをIﾘj1111i化させていくことで、何をどのように求め、111分'二1身が何をなしう

るのか、そのためにはどのようなjJlIが必要なのかを、’１１党的に考える機会を作ることができる｡」と

聴くリドを'１１心としたｲ１１談スタイルを推奨している。

３TYadillgStalldar〔IsIns(jtul()CCIlsumerLawReviewCaulbrlBvi(l〔)】l(HcRcsponse（July2008),ｐ25.では、

illillll者が>fli1iをI|'し１１}て、助而を受けて、問題を解決した後には、ほとんどのilqiY1I者がエンパワーさ

れるであろうとＩＩｆかれている。

4DepartlllenllbrBusinessEI1terprise&Regu]atoryRelbm1℃ONSlMERLAWREVIEW:CALLFOR

EVIDENCE￣（ＭＡＹ2008）,p】).25-33.

5和[[|化学「現代における紛争処｣Ｈ１1ニーズの特質とＡＤＲの機能1111念一キュアモデルからケアモデルヘ

ー」liU川吉尚、’'1111文、欄野兜細「ADRの基本的視座Ｉ(iiI1I杜（2004ｲ１２),ｐｌ８Ｌでは、ＡＤＲの第三者
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が適切にサポートすることで当りl者が自律的対処能力を回復し、自分達の争点を処理していく可能性

が生まれ得ると述べられている。

仲裁ＡＤＲ法学会研究会く第２回＞報告（2007年２１１２３日）「消費者紛争ＡＤＲの国際規格化：現状と

展望」仲裁とＡＤＲ第３号（商ﾘl法務），I〕p131-136.にAmllGrerguson氏によりイギリスの状況が報

告されている。AnneFGrgusoI1氏は、イギリス政府は、競近ＡＤＲの利)Ijを推奨しているが、この思想

を担保するためのメカニズムがないと批評し、lSOlOOO3の浸透を期待している。

JacquelineMartin＆ChrisTllrmer℃ONSUMERLAW,（2005）,pp､48-49.

2008年10月１１１からは、消費者が雌入|]的で事業将に自宅への来訪を依頼した場合にもクーリング・

オフが認められるようになった。ｈｔｔｐ:"www・oftgov1lk/news/press/2008/ll2-08

村本武志「ＥＵ消費者法岐前線隔地者IMI契約に関わるＥＵ指令の実情と問題点一主に電子商取り|を

素材として-」消費者法ニュース7１（2007年４月)、pp255-268､にEII諸国の隔地間契約のクーリン

グ・オフについての規定が紹介されており、紛争解決鶴準たる法規制が国によって異なることの|}Ⅱ題

をあげ、日本においての法整螂備の必要性を述べている．

DavidBryan・ASTRAIGHTFORWARDGUII〕ＥＴＯＴＨＥＲＩＧＨＴＳＯＦＴＨＥＣＯＮＳＵＭＥＲ鰯（2002),pp､57-

59．

ＤＴＩ“ＡＦＡＩＲＤＥＡＬＦＯＲＡＬＬＥｘｔｅｎｄｉｌｌｇＣompetiljveMarketsiEmpoweredConsumers，Successful

Business.．（June2005),pp・'6-17．現在、企業規ＩｌｊＩ改革省（BERR）は、その契約をした消費者の特

性や契約内容や販売形態などを考廠してiiUiYli者関連法を再検討している。

CitizellsAdvicGBureal1℃onsumerLawReview:〔1allfOI･evidence-AresponsetoBERRiiPomCitizens

AdviceandCitizensAdviceScotlall(l”（July2008），l).4．

DTLiii掲注11,ppl3-15

http:"ｗｗｗにo】lsmYlerdirect､９０Ｖ.ｕk／

http:"wwwconsumerdircct､goMuk/after-you-buy/makillg-complaint/templa[e-

letters/letterbelt)reactj()､／

MargarerDoyle，KatrillaRittersaIldSteveBrookGr、Oseekingresolution‐theavaUabilityalldusageof

consumer-to-bllsinessaltematjv(DdispuLcresolutionilltlleUIuiledKingdom，,DDT(2004),ｐ8.

2008年７月４１]にＯＦＴが公表したLAATSNのbeslpracticeでも、CarmarthenshireCountyCoullcilと

BedfbrdshireCountyCoullcilにメデイエーションがある。

http:"ｗｗｗＤｆｔ・gov・uk/oflJatwork/consum〔9rinitiatives/trader/best-practice

Fairtrading(civil)trainingcoursesの一つであるlntroductiolltoTYadingS[andards・CivilAdviceCourse

という５時間のプログラムの中に、消費者村|談員の機能やスキルや相談機関の役割や救済方法などが

含まれている。また、４日間のメディエーションの研修もある。

http:"www､tsi､or9.uk/training/Suhiectlist､asp

http:"wwwBtradingslalldards・govl】k/cgi-bin/cahtelncgi?file=ADV1003-lO11.txｔ

http://wwwbtradillgstandnrds・govllk/cgi-bill/mhtem､cgi?､le=ＡＩ〕VOOO6-lO11・txt

尚、2009年２月にウェブサイトが変更され、苦情IlL出文i1I:のサンプルは、コンシューマー・ダイレ

クトのウェプサイトを参照するようになっている。

2006年１０月に、舗者はケンブリッジ州取り|基準局へ相談者として訪ｌｌＩＩした。

TYadingStalldardslllstituteConsumerLawReviewCalllbrEvidenceResponse（Jmy2008),ｐｌ８では、

OFvTが2006年に、取り1基準局の50％が予算を削減され、４３．６％がスタッフ不足のため十分なilLiYll者

へのサービスを提供できないと述べたと記されている。
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３
４
２
２ CitizGllsAdviccAIulualreI〕orUan(laccount2007/2008,1〕p3-15

1T1中韮７．「イギリスにおけるＡＤＲコミュニティ型メデイエーションの現状と課題（下）～歴史、

組織体制、人材育成から見るわが膠lの民lIl1型ＡＤＲへの示唆～｣JCAジャーナル第51巻10号．（2004年１０

月),pP,9-ll

CitizensA〔lviceSpecialistSllpport．`Advisertraming”October2008-l1arch2009

℃itiz(PI1sA(lvi〔9(p］1111〕a〔Ｊ１r(?！)orIl2007/2008鰯,ｐ､１４.

Which？‘`Anllllllll･eport20〔〕6/2007廓

Which？￣Membcrs・Hall(lbook,，

http:"ｗｗｗ・ｗｅl)lraderuk､orguk/c()I1tent/whoCollsumersl､asp

2008fi皇５１]に１１１されたDeparmuenMbrBusinessEnlerprise＆RegulatoryReIbrm℃ONSUMERLAW

REⅥＥＷ:CALLFOREVIDIBNCIy.,pl8では、事業者は、将来への投濟として、il1i費者への返金や補償

によって梢YllIPfの苦情を解決する見解を持ち、通常は、訴訟よりも、このアプローチを利用すると指

摘されている。

例えばTKMAXXCambri(lge1iliには返品対応窓口があり、クリスマスが終わった2007年１月頃には、

返品窓口にお客が並んでいた。

http:"wwwtradillgHtandardsgov・ｕｋ/consumers/approvedsearchasp

ht[p:"ｗｗｗ,Cit.g(､v､11k/Oflatwork/collsumerimtiatives/trader／

http:"ｗｗｗ・trustlnark.⑥rg・ｕｋ/defaulLasp

TYuslMarkCorGApprovalCriteriaVersioll2.0(June2005〕,ｐｐ９－ｌＬ

長谷部111超子「氏llIIlilAI)Ｒの可能性」鼎111吉尚、山[H文、ili〔野亮翻了ADRのＡ２本的視座」信111社

(2004ｲﾄﾞ),I〕】)｣38-143．

ＣＯＭＭｌＳｌＯＮＯＦｒｒＨＢＥｌｒＲＯＰＥＡＮＣＯＭ即ＩＵＮＩＴＩＥＳＧＲＥＢＮＰＡＰＥＲ‘`OnalternaUvedisputeresolution

iIlcivi]illldco】Illllerciallaw"（2002年４月19日）,ppl7-18､

前掲注16,pp7-8

CitizellsAdviccB11reaulMI褐12,1〕２４

前掲注16,Pp」1-14

前掲注36,pp23-34・

ＤｌＲＥＣＴＩＶＥＯＦＴＨＥＥＵＲＯＰＥＡＮＰＡＲＬＩＡＭＥＮＴＡＫＤＯＦＴＨＥＣＯＵＮＳｌＬ・`OI1certainaspectsof

lluediati()nincivilall〔lconlmercialllMltters”（2004年１０)]22[1）

日本のＡＤＲ法では、このような規律は認められなかった。１１１本和彦・IlIH]文「ADR仲裁法」（2008

年),pp87-88では、ＡＤＲと裁判の分離をするためには、予め当4F者は、ＡＤＲでの主張した内容を訴

訟で行わない介意やその点を立証しない合意をＡＤＲ手続のIllでとっておく必要があると述べられて

いる。

Geoffr〔)vWoodr()fにａｌｌｄＲｏｖｅｒｔＬｏｗｅ．`WOodroff℃ａｎｄＬｏｗｅ,sCoIIsullIerLawandPracticeSGveIlth

EditioI1”（2007),I〕p」89-193．

〔)ＦＴ℃()nsuI11(!ｒ〔jod(〕SAI)IDrovlLlScheme-CorecriIjel･ｉａａｎ(lguidance-M&lrch2008，,，ｐｐ､27-32．

前掲iＭ３,I)pl94-l97には、各オンプズマンの消費者対応に|H1する目』【行mMj基地の認証スキームの認証

時期や内容が紺介されている。例えば、2005年９月に認証行1Iill雄準となった住宅])l業者オンブズマン

は、1998年以来、ＯＥＡにIⅡl腿する住宅不動産業者を組織し、2007ｲｉ２１ｌｌには、全ての不mb産業者に、

オンプズマンヘの参加が法で義務付けられた。加入しない場合は、取り|基準厨から罰金を課され、公

IE取りⅡj:から懲裟係1kなどの行政処分を受ける。また、貸金業マネージャー協会は、2008年12月２日
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に認証された。

前掲注43,ppl92-193・

前掲注`13,ppl98-202・

TheBriLishandIrishOmbudsmanAssocialionUuidGtoprincil)lesofgoodcomplajnthandling.(2007）

,pp25-29・

OLeloは、テレコミュニケーションの規制当局Ｏｋｏｍが認証したオンプズマンであI)、電話や携帯冠

話サービス、インターネットプロバイダなどの250社が会員となっている。

Officeofthe,nelecommunicatiollsOmbudsmaｎ℃ustomerSatisinction2008.,消費者iiMl査の結果は、

pp､3749に掲載。回答数は、事業従Ｊｊｌ薪が307件、１１１費者が498件。

OmbudsmanfbrEstateAgellts．`Anlu1alReport2007”pp5-6、

前掲il：51,ｐｐ､13-15に消費者iilM森の結来が報告されている。2007年に解決した苦情の村1談者に郵送調

査を行い、そのlljl収率は48％であった。

FmallcialOmbudsmanServiceは、銀行、消費者傭111、住宅ローン、保険、投資などの金融商品や

サービスを扱う会社が会員となり、金ＭＩＩ庁の監視1Fの基にあるオンブズマンである。2007／2008年の

報告i1fによると、苦情受付件数は794.648件、解決件数は、99.699件であった。相談は30の言語に対

応している。

http:"wwwhnancial-ombudsmanorg・uk/publicatiolls/3108/index､htm］

http:"wwwfinancial-ombudsmanorguk/I)ublicatiolls/arO8/complainedhtml

http:"wwwBHnancial-ombudsmal１．０１９.uk/Iblq/bank-charges,html

NatiollalConsumerCoullci１．１essonsholnombudsmania',（2008年２月),pp6-l4・

前掲注16:pP67-68

前掲注4,Pl8

Hl中圭子「イギリスロンドンのADR、メデイエーション事|W～様々なメデイエーションと国家的

サポート体制～」ＪＣＡジャーナル第55巻６号（2008年６月），pp4243MedicalHelpLineは2004年１１

月に開始され、2009年３月までの予定とされている。

ＬｍｄａＴｈｏｍｓｏｎ，TelephoneHelplinesAssociation“FinalReportjontheNationalMediatiollHelpliIIG鰯

(2005年10月）

例えば、平成20年により強力な消費者保護を目的に、特定商取り|法と割賦販売法が改正されたが、解

約の際の清算金などは、どの法律を適)|]するかで金額が異なることも考えられる。また、翌月一括払

いは、割賦販売法の対象とならないことや、通信販売にはクーリング・オフは適用されないことなど

は、ヨーロッパ諸国とは異なり、電子iliIi取引の発展などから起こる国際的な取引では問題になると考

えられる。

国民生活審議会消費者政雄部会報告う||:「国民生活センターのあり方」,PP､9-10

総合法律支援法30条１項６号

山|H文「業界型ＡＤＲは誰のためにあるのか？」「脚助車製造物相談センター活動状況報告」（平成２０

年６１１）,pp7-8・では、ＩＳＯ規格は、企業は、契約又は契約とli1時に渡される書面において、紛争が生

じた場合に利用できるＡＤＲを明記することを挙げ、企業の行動規範やホームページで、利用できる

ADRについてわかりやすく揚げることも推奨しているが、自動車製造業者のホームベージで、｜:|動

車製造物責任相談センターが使えることを示していた|玉|内企業はｌ社だけであったと述べられている。

http:"wwwjdsaorjp/www/(iishukijun/fralnejltmまた、国民生活センター「訪問販売業界の自主ルール

に係る問題点と改善策一帯･hIiの実態等をふまえた提言」（2004年７月),p122.では、消費者の信頼を得
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るための方策として、「iMjll1I販売協会が紛争解決手続きを持っていることをlﾘｊｊｊ：する」という改灘案

も捉局されている。

llILI〕:"wwwjadlna､org/guid(〕line/OLhtllll

Iii掛注3,p26

CiljzellsAdviccBureau前掲注１２，１)２５

ilW:行政法人1K|比1k活センターyiiMYY生活年報2008』（2008年10月１１１），I〕p32-33

NACSコンシューマーＡＤＲは、特定i１W取り|法の適川をうける問題を扱っている。

'－１本消費生iiiアドバイザー・コンサルタント協会「il1iYlI者取引裁判外紛争解決の実証実験

C()IlslnIuerADR報告１１$：（2008年３月）

緑大樹「独立行政法人|工|民生活センター法の一部を改11ｉする法律」ジュリＫｏｌ３６４（2008年１０月1

11），pp95-99．

↑Ⅱ|Ⅱ、前掲注５．ｐ、１７L

fl1111、前掲注5,pl93では、専門家が、その視線から診断的に情報提IIL、自己開示するのではなく、

ilIjPlj事者のパースペクティブを感受性をもって受け容れ、それに応答する形でなされるとき、それは

』1ﾘﾄ者抑圧的でも教導的でもない'41緋的交渉援助としての愉報提供、〔|己|;H示となると述べ、hii報提

供の際の、相談貝の注懲点を述べている(：

廿芙千世「地力il1iYY者行政の活性化とil1iYMf活相談１１の１ft質lnj上を」ilW1l者法ニュース７７（2008年

l〔〕)]），Ｐ８．では、消費生活相談貝も容坊に情報を人手できる環境が盤ってきたことを背ｆ(に、相談

11が法律を振I)|iilし、＿上辺だけの札|談処｣M1をするようにな})、相談者の気持ちに添った相談ロならで

はの処理とかけ離れてしまうことを懸念している。

入村、前掲注1,1)318．

(【|'蚊ＡＤＲ法学会シンポジウム（2007ｲｌｉ７１Ｉｌ４Ｂ）|~11Ｗ1稗紛争ＡＤＲの現状と展望」仲裁とＡＤＲ第３

り･(2008年５１]3011川pll5・で､山ｌｌ１丈氏が､梢f１１打紛争ADRの1111論的課題の中で､｢１ｺ治Iil法的な

戦略」として業界ｌＭＡＤＲの強化とカウンセリング的な対応の２つをあげている。

大澤恒夫「法的対論論」IiiIII社（2001年９１１）,pl58JlIf片は、このような相談を通じて、来談者の萎

縮していた女(持ちや過剰になっていたIMAl11iなどがElilrへのﾉJに変化し、｜ＩＩ１１ｕの解決または児lIliのため

の次のステップへの架け橘になるであろうとも述べている。

熊本県消費生iバセンター「消費者相談マニュアル」（平成18年３月川ppl-3また、国民生活センター

が}Ｉ)しているilIjYll'１ﾐ活相談10訓では、「iiJiし上手よ')ＩＨＩき上手」ということもあげられており、相談

l｣に、知識やiif格を振りかざして、ilYY1者や事業稀に'01分の意見をilIし付けることはやめるように勧

めている。

ｲⅡlI1仁孝「紛争解決の技法とはなにか－ナラテイプにjll1められた知」山本顕治「紛争と対話ｊ法律文

化社（2007年12)j）,pp99-ll5､において、和田氏が、紛争解決技法教育の意義を検討し、紛争をナラ

ティブとして捉えることのｉｆ要性を説いている。

姉年、国民生活センターが１１}版している了消費生活ｲｌｉ報」に、教育研修ﾘﾄﾞ業についての報告があるが、

研修内容の詳細なlﾉl容までは、公表されていない。

ｆⅡⅡi、前掲注5,ｐＩ〕・l85-l86jliⅡ田氏は、合意の成立率、解決率が重視されることによって、ＡＤＲ担当

打に合意獲得へｌｉＩけた圧力を組織体として及ぼすことになり、場合によっては、担当者による介意誘

導、当事者の121ilt的対処の軽視といった減lrUを生み(|'すリスクがあると稗告している。

|L1m1j車製造物fr任↑||談センター｢活milj状況Ｍ１告輩（、１２成20年６月）満足度調査は、2007年101]～11月

と2008年１月～２)lに郵送鯛従を行い、データ数256ｊｉ′iであった。
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８５http:"ｗｗｗ､bio&Lorg・uk/cri[eria.[〕111）

８６ＢＩＯＡのウェツブサイトhttp:"wwwbioa・orgllk/jobs.I)ｈｐにあるオンブズマンの求人悩報を見ても、そ

の能力には、コミュニケーションスキルを求めているところが多い．

８７TheKaIjona1Collsllnlc1．（)ollncil,Ｓ〔，ottishCollsumerCollncil;111〔lWClsll（)onsu】llcrCoullcil墜consumer

lawr(Dviewrcsp()】lselolhecaUfor(PvidencG'，（Augusl2008）,])p・'3-14

88消費者ＩＪＩ体は意見を公表した}〕、指定卜１１体が公正取りⅡｒにスーパーコンプレインツ（super-

complaillls）を腿１１Ｉすることもできる。その結果、ガイドラインが作成されるなどの成果をあげてい

る。

８９Ｌ１１本和彦、111111文「AI)Ｒ(１１１裁法」［１本評論社（2008ｲ|:３月），pp224-259に認祇iljl度についての詳細

が紹介されている。

９０廣田尚久「紛争解決学新版1W袖」信山社（2006年２)l），l)I〕､321-325.また、早川吉尚「ADRをめぐ

る{三|本の冨説空'111」{''１蚊とＡＤＲ第１号仲裁ＡＤＲ法学会（2006年６)j），I〕､67.では、国家がＡＤＲ

機関を認証するというiljII度を通じて管理するようということには本蘭的に1111題があると述べている。

９１ＡＤＲ法６条２号で規定される手続実施者の専門的能力の範|Ⅱ|は、法務省ガイドラインによれば、①

法律、②和解の仲介を行う紛争の分野、③紛争解決の技術（コミュニケーション・カウンセリング等

の技術）があげられている。

９２吉ｌｌ１功「司法制庇改蛾とＡＤＲ－「法の支配」と私的lEI治一」熊本法学第112号（2007年１月）

，pp67-71では、ＡＤＲは、法的解決に限定されない柔軟な解決を特色とするのであるから、日本の認

証制度にあるような弁繊zIrの助iiがつねに不可欠とされることもllllMnといえ、弁護士の'１０与よ'〕も、

信頼できるＡＩ〕Ｒの担い手を養成することこそが必要とされると述べられている。

ConsumerdisputeresolutionschemeoutofcoｕｒｔｍｔｈｅＵＫ

－Ｃｏｎｓｕｍｅｒｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｍtheprocessofdisputeresolution-

MIYAzoNoYukivo
CJ

InlhisI〕aperldiscusRthaLac(Bessibiliい:andqualityofADRIbrconsumcrdispulcresolulion・Thereare

someeffeclivewaysofhalldlingcoIIIplamtsandget【jngre〔Iresswh(〕ＩＩｔｈｅｃ〔〕Ilsumersufferfrom

transaction・ＧｏｏｄＣｏ〔lesofPraclicea】】dAlterl1ativeDisputeResolutio】I（ADR)scluelTlescanofte】1ollbr

arallgeofremedieslIIatＣａ【Ｉｂｃｌｅｓｓｃ(〕stlyandless〔IaulltillgratherLh&lllcourtaclionThequalityof

ADRisessentjallycontilugelltupolulhejurisdictionofthethirdpartieswhoareresponsiblejbrADR

mechanisms・Therolcofadviscrsinhan〔Umgconsumercomplainlsshoul(ｌｂｅｅｘｌ)Iored・Theyareoften

thelirstportofcaulbrcollsl】ｍｅｒｓｗｉ(ｈａｐｌ･oblem・alldmanycolllplaintswillberesolvedlhroughtheir

mtervention・ＣａｒｅｍｕｓｔｂｅｌａｋｅｌｕｔｏｅｎｓｕｒｅｔｈａｔｔｈeagrcementconcludedisgelulillGlvanagreement､It

isimportanttha(thewcll-iIllbrmil1gfUrcollsumersmakeseffectm'ｅregimcofompowelmclltandredress．




